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千葉県における野鳥の糞便から高病原性鳥インフルエンザが強く疑 
われるウイルスが分離された事例に伴う防疫対策の再徹底等について 

 
このことについて、平成26 年11月20日付け26消安第4185号をもって、農林水

産省消費･安全局動物衛生課長から別添のとおり通知がありました。貴会関係者に周知

方よろしくお願いいたします。 
このたびの通知は、千葉県が実施した野鳥糞便検査において、千葉県長柄町で採取

された野鳥糞便からH5N8亜型の鳥インフルエンザウイルスが検出されたこと、また

先月の島根県における野鳥の糞便からの本病ウイルス（H5N8 亜型）の分離、東京都

や宮城県における死亡野鳥からのA型インフルエンザの陽性事例等、本病ウイルスの

国内侵入状況を踏まえ、これまで以上に緊張感をもって、家きん飼養農家自らが農場

内へのウイルスの侵入を防ぐべく最大限の警戒をする必要性があるとして、家きん飼

養農家に対する、本病に関する注意喚起、飼養衛生管理基準の遵守、異状の早期発見・

通報等について指導の再徹底、さらに農場に出入りする関係者をも含め、畜舎に出入

りする際の手指及び靴の消毒、衣服の交換、農場に出入りする車両の消毒等の確実な

実施について、改めて指導を徹底するよう、都道府県畜産主務部長宛てに通知した旨、

了知の上、本会会員に周知するよう依頼されたものです。 
 なお、関連して平成26年11月25日付け環自野発第1411253号をもって、環境省自然

環境局野生生物課鳥獣保護業務室長から、添付のとおり島根県及び千葉県での本病ウイル

ス検出を踏まえ、11月21日より全国対応レベルを「対応レベル3」に引き上げたことを

受け、各都道府県では、「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュ



   

アル」に基づき、死亡野鳥等の監視を強化していることについて通知された旨申し添えま

す。 
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